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東京港 一部変更内容（運営会社指定）東京港 港湾計画 一部変更
東部地区（15号地）
Ｏ Ｏバ ス（L1 L2）

中部地区（13号地）
コンテナバース（A0～A4）

内港地区（品川ふ頭）
ＲＯＲＯバース（S1～S5）
コンテナバース（S6,S7）

中部地区（10号地その2）
ＲＯＲＯバース（V1～V6）

ＲＯＲＯバース（L1～L2）

コンテナバ ス（A0 A4）

中央防波堤地区（中央防波堤内側）
ＲＯＲＯバース（X4,X5）

中央防波堤地区（中央防波堤外側）
コンテナバース（Y1～Y3,Z1）

南部地区（大井ふ頭その1）
コンテナバース（o1～o7）

【フィーダーバース（o8）】
「国際コンテナ戦略港湾の選定に向けた計画書」や現在の（平
成21年7月に変更された）「港湾計画書」には、外貿コンテナ貨

効率的な運営を特に促進する区域
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成 年 月 変更さ ） 港湾計画書」 、外貿 テナ貨

物のフィーダー輸送機能が位置付けられているが、今回の計
画変更においては「効率的な運営を特に促進する区域」となっ
ていない。



横浜港 港湾計画 一部変更

南本牧ふ頭地区
コンテナバース（MC1～4）
内貿コンテナ船用バース

本牧ふ頭地区
コンテナバース（HA5～HA8）

大黒ふ頭地区

本牧ふ頭地区
コンテナバース（HC1～

コンテナバース（DT9,DC3,DC4）

3,HBC1,2）
コンテナバース（HD1,4,5）
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川崎港 港湾計画 一部変更

東扇島地区
コンテナバース（川崎コンテナ1号,2号）
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今回計画の内容大阪港 港湾計画 一部変更

効率的な運営を特に促進する区域効率的な運営を特に促進する区域

夢洲地区
コンテナバース（C10～12,YC）

南港地区
フェリーバース（R2～5）

南港地区
コンテナバース

（C1～4、C8、C9、KF1,2）

南港地区
フェリーバース（F3～5）
フェリーバース（F7,8） 5



神戸港 港湾計画 一部変更

埠頭の再編の検討が
必要な区域

六甲アイランド地区
フェリーバース（RF-1～3）

新港突堤西地区

六甲アイランド地区
コンテナバース（RW-B,RC-4~7）

フィーダーバース（RS-B,C）

六甲アイランド地区

フィ ダ バ ス（RS B,C）

ポートアイランド（第2期）地区
コンテナバース（PC13～18、ＰＩ－Ｉ・Ｊ）

フィーダーバース（PI-L）
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ポートアイランド（第2期）地区

利用形態の見直しの検討が必要な区域

効率的な運営を特に促進する区域



名古屋港 港湾計画 一部変更
Ｎ

効率的な運営を特に促進する区域
フェリー埠頭の安全かつ
効率的な利用に向けた
検討が必要な 域

効率的な運営を特に促進する区域

利用形態の見直しの検討が必要な区域

検討が必要な区域

飛島ふ頭
内港地区

 凡   例 
（既定計画）

飛島ふ頭
コンテナバース

（W90～92、R1～3、W93、W94）

西部地区

航 路 ・ 泊 地
（既定計画） 
（既  設） 

 防 波 堤 （既  設） 
 

公 共 岸 壁
（既定計画） 
（既  設） 

 公 共

耐震強化岸 壁

（既定計画） 
（既  設） 

 公 共 物 揚 場 （既  設） 
 

専 用 岸 壁
（既定計画） 
（既  設） （既 設）

 ド ル フ ィ ン （既  設） 
 

係 船 浮 標
（既  設） 
（撤  去） 

 小 型 桟 橋 （既定計画） 
 海 浜 （既定計画） 
 

埠 頭 用 地
（既定計画） 
（既  設） 

 
緑 地

（既定計画） 
（既  設） 

そ 他 緑 地 （計 画）

飛島ふ頭
コンテナバース（TS1～3）

そ の 他 緑 地 （計  画） 
 交通機能用 地

（臨港道路 ）

（既定計画） 
（既  設） 

 交通機能用 地

（その他道路）
（既  設） 

 臨 港 鉄 道 （既  設） 
 

その他の用 地
（既定計画） 
（既  設） 

 効率的な運営を特に促進する区域 
（特定国際コンテナ埠頭） 
効率的な運営を特に促進する区域効率的な運営を特に促進する区域 
（特定埠頭） 

 
臨海部物流拠点の形成を図る区域 

 
効率的な運営を特に促進する区域 

 利 用 形 態 の 見 直 し の 
検 討 が 必 要 な 区 域 

 
将 来 構 想

（岸  壁） 
（道  路） 

鍋田ふ頭
コンテナバース（T1、T2、T3） 7



四日市港 港湾計画 一部変更

霞ヶ浦地区（北ふ頭）
コンテナバース(W80～W82)

霞ヶ浦地区（南ふ頭）
コンテナバース(W26,W27)

効率的な運営を特に促進する区域
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確認事項
国としての確認の視点

基本方針

確認の視点

確認事項
基本方針※

Ⅵ 港湾の効率的な運営

１ 民間能力の活用による港湾運営の効率化

（前略）
特に 国際海上 ナ輸送にお は 船舶 大型化 進行とともに ジ 域内 貨特に、国際海上コンテナ輸送においては、船舶の大型化の進行とともに、アジア域内での貨

物量の急激な増加を背景に、基幹航路の維持・拡大を巡り、東アジアにおいて港湾間の国際競
争が激化しており、戦略的な港湾運営が極めて重要となってきている。

我が国港湾においても、このような環境変化に対応するために、今後は、現行の運営体制の
効率化を図るだけではなく 民の視点を導入して 積極的なポートセールスによる集荷力の強

港湾の効率的な運営に関
する事項

効率化を図るだけではなく、民の視点を導入して、積極的なポートセールスによる集荷力の強
化及び低廉で質の高い港湾サービスの提供等に取り組んでいくことが特に求められる。さらに、
国際海上コンテナ輸送においては東アジア諸国の港湾との国際競争に対応するため、複数の港
湾管理者にまたがる国際戦略港湾を一体的かつ効率的に運営していくことも求められる。
我が国港湾においては、埠頭運営をはじめとする多様な業務活動が官民により様々な形で実我 国港湾 お 、埠頭運営を する多様な業務活動 官民 り様 な形 実

施されており、その運営の効率化に民の視点を取り込んだ制度として、港湾運営会社制度をは
じめ、PFIに係る制度、特定埠頭に係る制度、指定管理者制度等が整備されており、地域におけ
る産業や経済の実情等の港湾を取り巻く状況を勘案しながら、これらの制度を活用し、我が国
においても民間の能力を活用した港湾運営の効率化を進める。

港湾運営会社制度 より港湾運営 効率化を図るため 港湾運営 係る業務を 的 担港湾運営会社制度により港湾運営の効率化を図るため、港湾運営に係る業務を一元的に担
う港湾運営会社と港湾計画の作成、臨港地区内の構築物規制等の港湾管理を行う港湾管理者と
の連携を確保するとともに、貨物取扱量や利用状況などの運営に係るデータや財務に関する情
報等の適宜・適切な開示、港湾運営について民間のガバナンスが十分に発揮されるための民間
資本の参加 組織・経営体制の整備等を進める資本の参加、組織・経営体制の整備等を進める。
（後略）

※港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針（平成23年9月15日施行）
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